
 

富谷市社会福祉協議会権利擁護センター 
 

 

 

●権利擁護センターとは… 

 富谷市民誰もが地域でその人らしく安心して生活が送れるように、相談を受けて関係機関と連

携し、本人の意思を尊重しながら権利を擁護（守っていく）ため、さまざまな業務を行う機関。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成年後見サポート推進協

議会 

・権利擁護事業への助言指

導 

・困難ケースの支援策 

・サービス利用活性化に向

けた改善策協議等 

 

 

・権利擁護に関する相談  

・成年後見利用支援 ・法人後見 

・日常生活自立支援事業 

（まもりーぶ）  

・生活困窮者支援（市と協働） 

・虐待相談、対応  ・地域会議の実施 

・普及啓発活動、調査、研究活動   

 

～市民を支える権利擁護センター 相談から解決までのイメージ図～ 
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相談窓口～寄り添いながら～ 

＊どんなことにも…日常生活の困りごとなどなんでも

 

＊どなたでも…相談者本人、家族、友人、地域の方々など 

＊どんなかたちでも…電話や来所、訪問にも対応 
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＊人権、行政、生活相談会（市と協働） 
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